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就労支援員・ジョブコーチ・障害者職業生活相談員が、相談現場で困りごとを整理するためのリファレンスです。 働きづら

さを診断名や個人特性で扱うのではなく、仕事・環境・支援・制度の設計課題として読み替えることを目的としています。

3つの設計層は全体地図です。まず「どの設計層で詰まっているか」を見てから、該当フレームの「鑑別診断」と「取組み

内容」で最初の一手を決めます。 状況レベル 🟢  / 🟡  / 🔴  / 💣  は診断の重さではなく、就労がどれだけ詰まり、設計変更

で吸収できているかで切り分けます。 「先に見えやすい文脈」は配慮が可視化されやすい例であり、診断名でフレームを決

め打ちするための欄ではありません。 最終判断は支援者と本人が持ちます。制度適用や個人情報の扱いは、法域・雇用区

分・本人同意を確認して判断してください。

設計層Ⅰ 症状・経過との共存設計 : 体調、治療、疾患管理、勤務リズム、段階設計がぶつかるときに使う

設計層Ⅱ 仕事・環境の適合設計 : 感覚・認知・情報処理・コミュニケーション環境と仕事要求が合っていないときに使う

設計層Ⅲ 参加経路と社会的接続の設計 : 就労意欲・開示判断・求職・支援接続・制度活用が詰まるときに使う



このガイドブックが取り組む課題の射程

喫緊の課題への対応として: 相談現場では、障害や難病を持つ人の就労の詰まりが「本人の問題」として扱われ続けること

がある。このガイドブックは、その詰まりを仕事・環境・支援・制度の設計課題として読み替え、今すぐ一手を打つための

実践ツールです。

インクルーシブ雇用の実践的基盤として: 同時に、このガイドブックが積み上げる「仕事設計」の知見は、障害者雇用から

インクルーシブ雇用への転換を、理念からではなく実践から進める基盤になります。「誰を雇用枠に当てはめるか」ではなく

「仕事をどう設計するか」という問いを持つ支援者・企業が増えるとき、より多くの人が配慮を必要とせず参加できる職場

の設計が蓄積されていく。障害者就労支援の現場で培われた仕事設計の実践知は、そのままインクルーシブな職場の設計知

識になります。

AI・生産性向上の時代を見据えて: AIによる生産性向上が加速する時代、生産性のために一部の人に役割を集中させる仕事

設計はむしろ脆弱になる可能性があります。このガイドブックが示す設計の視点、つまり「人の多様な機能プロフィールを

前提として仕事を設計する」という発想は、その転換を実践から支えます。健常者だけに役割が集中する設計から、より多

くの人が強みや能力を発揮して職業に参加できる設計へのスムーズな移行を、現場の一手の積み重ねから準備することがこ

のガイドブックの長期的な目的です。



ファーストエイドガイド：複合困難への最初の一手

このガイドは、「どのフレームを使えばよいかわからない」「複数の問題が同時に起きている」「フレームを試しても動けな

い」という状況のためのものです。フレームブックの入口として使ってください。

ステップ1：今、最も強く詰まっているのはどこか

以下の4問で設計層の目安をつけます。

| 問い | 主にあてはまる場合 | |---|---| | 体調・症状・治療が仕事の継続を直接妨げていますか？ | → 設計層Ⅰを先に見る

| | 仕事の内容・指示・情報・環境が機能的に合っていないと感じますか？ | → 設計層Ⅱを先に見る | | 就職活動・開示判

断・支援へのアクセス・制度の壁が詰まっていますか？ | → 設計層Ⅲを先に見る | | 上の3つがすべて当てはまる、または

どれかわからない | → 以下の複合困難のファーストエイドへ |

ステップ2：複合困難のファーストエイド

C2型（全方位困難）の典型像: 体調悪化・就労意欲喪失・支援へのアクセス困難・経済的不安が同時に発生している状態。

このとき、フレームを選んで介入しようとしても、どこから手をつけても他の問題に引き戻される。

複合困難時の優先順位

1. 安全の確認を最初に行う

健康上の危機（受診できていない・薬が切れている・生活が維持できない）がある場合、フレームの前に医療・生活支

援の緊急接続を優先する（→ 設計層ⅢのⅢ-08「支援ネットワークへの接続」参照）

1. 「今週できること」を一つだけ選ぶ

複合困難では、複数の問題を同時に解こうとすると全部が止まる

「最も小さな一手」を当事者と一緒に選ぶ。その一手が設計層Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのどこかに必ずある

1. 意欲が出ない状態を「意欲の問題」として扱わない

就労意欲の低下は、複合困難の結果として起きる。意欲を上げようとする前に、困難の構造を解くことが先（→ Ⅲ-01

「就労意欲・社会参加の再接続」参照）

1. 支援者自身がどこから手をつけるか行き詰まったとき

当事者を中心に置き、「今一番つらいことは何ですか」という問いから始める

その答えが、最初に開くフレームを決める

フレームが機能しない状況の鑑別

| 状況 | 見立て | 対応 | |---|---|---| | フレームを試したが何も変わらない | 別の問題が根本にある可能性 | 他の設計層を

確認、または支援者間でのケース会議 | | 本人がフレームの実施を断る | 信頼関係の構築が先 / 意欲回復が先 |

Ⅲ-01→Ⅲ-08の順で再接続から | | 雇用側がどの提案も受け入れない | 組織レベルの問題 | 外部機関（ハローワーク・障害



者職業センター等）を介入させる | | 体調が不安定すぎてどのフレームも試せない | 医療的安定が前提条件 | 主治医・医療

機関との連携を確認 |



設計層Ⅰ：症状・経過との共存設計

体調・治療・疾患管理と仕事の密度がぶつかるとき、勤務設計と経過への備えを整えるレイヤー。本人の頑張り方ではな

く、業務量・時間・治療スケジュール・職場内の管理環境をどう設計し直すかを見る。

対応FCHMAドメイン: D1（症状変動）+ D7（時間経過・移行不安定化） 主要根拠クラスタ: C4（難病・中等度身体負

荷）、C8（難病・治療通院衝突）、C10（難病・重度身体負荷）、C1（難病・高困難）、C5（難病・病状進行不安）

Ⅰ-01 体調変動の設計

症状の波・疲労・回復遅延がある場合、日・週・月単位で達成度が変動し、標準的な業務密度の維持が困難になりやすい。

着眼点: 問題は体力不足ではなく、業務密度と症状の変動リズムのズレが累積していることにある。難病では日単位

の波だけでなく、週・月・季節単位での変動パターンが見られることが多い。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（慢性疾患含む）/ 内部障害 / 精神障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 変動リズムを前提に業務量と休憩が組まれ、悪化前に負荷を下げられる。

🟡  要調整: 休憩や業務再配置で持ち直せるが、変動パターンに合わせた設計がまだ不十分。

🔴  高頻度支障: 週後半や繁忙期に失速が反復し、品質と回復の両方が落ちる。

💣  破綻・停止: 数日単位で稼働が崩れ、欠勤や業務停止が続いている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「症状の変動リズムに合わせた業務密度の可変設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

通院日程との衝突が主課題なら「Ⅰ-02 治療・通院の統合設計」へ。職場内での服薬・休憩管理が主課題なら「Ⅰ-03 職

場内疾患管理の実装」へ。復職後の段階復帰設計が主課題なら「Ⅰ-06 段階的職務設計」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

本人の症状変動パターン（日内・週内・月内）を記録し、「良い日・普通の日・悪い日」の頻度と特徴をつかむ

業務量を週単位で平準化し、ピーク日を作らない



重要タスクを体調の安定時間帯へ再配置する

90分ごとの短休憩を標準運用にする

週次レビューで負荷の上げ下げを事前合意する

見落としやすい点

難病では「今日できたことが明日できない」ではなく「良い週・悪い週」という中長期パターンがある。日々の記録だ

けでなく月単位の変動を確認する

勤務条件の変更は制度や雇用区分で変わる。善意運用だけで決めない

設計の考え方

まず変動リズムの記録で「パターン」をつかむ。パターンがわかれば業務密度の設計が可能になる。変動そのものをなくそ

うとせず、変動を前提とした設計を目指す。

外部と一緒に考える場面

支援者データ（toku18）が示す「就職後の体調管理」への最有効介入：職業場面を踏まえた職業評価（障害者職業セン

ター、効果推定-0.10）が体調変動パターンと職務設計のミスマッチを客観評価できる。就業生活支援センター（Q1転換

差+16.4pt）・HWチーム支援（+15.3pt）が企業への定期的アプローチ（効果推定-0.09）と就職後継続支援（効果推

定-0.06）の主要担い手。主治医・医療ソーシャルワーカーによる自己管理支援（効果推定-0.05）と、就労している同障

害者との交流・情報収集（ピア支援グループ等、効果推定-0.04）も体調管理の実践知として効果が確認されている。

Ⅰ-02 治療・通院の統合設計

通院・検査・処置の予定が業務スケジュールと衝突し、どちらかを犠牲にする状態が続いている。

着眼点: 問題は通院そのものではなく、受診日と業務ピークの調整が本人一人に任されていることにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（定期通院・点滴治療等）/ 内部障害 / 肢体不自由

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 通院日を固定し、前後の業務負荷調整が合意されている。

🟡  要調整: 通院日の個別調整で回っているが、治療ピーク期や突発受診で崩れやすい。

🔴  高頻度支障: 通院日と会議・納期が定期的に衝突し、欠勤不安・有給消耗が積み上がる。

💣  破綻・停止: 通院を優先すると仕事が落ち、仕事を優先すると受診が崩れる。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき



主課題が「受診日・受診時刻と業務スケジュールの衝突調整」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

職場内での服薬・食事・安静の確保が主課題なら「Ⅰ-03 職場内疾患管理の実装」へ。治療後の回復時間確保が主課題

なら「Ⅰ-04 回復時間の確保設計」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

通院日を固定し、その前後の業務負荷を事前に軽減する

始業・終業時刻の可変枠（フレックス・半日休暇等）を設定する

突発受診時の業務引継ぎテンプレートを作成する

治療ピーク期（副作用が強い時期等）だけ別立ての短期運用ルールを設ける

見落としやすい点

定期通院の頻度は治療の進行で変わる。半年ごとに通院スケジュールを確認する

通院配慮の制度適用（特別有給・通院休暇等）は雇用区分・就業規則によって異なる

設計の考え方

通院スケジュールを「業務計画に組み込む変数」として扱う。本人が毎回交渉するのではなく、仕組みとして機能するルー

トを作る。

外部と一緒に考える場面

就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）・HW専門援助部門（+15.3pt）が通院スケジュール調整の企業側交渉（企

業へのアプローチ、効果推定-0.09）の主要担い手。障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.10）が治療スケジ

ュールと職務設計のミスマッチを客観評価できる。主治医の診断書・意見書が合理的配慮の根拠として機能する。

Ⅰ-03 職場内疾患管理の実装

服薬・食事制限・安静確保など、職場内で継続して行う疾患管理が業務フローに組み込まれておらず、自己管理が破綻しや

すい状態になっている。

着眼点: 問題は自己管理意識の低さではなく、服薬・休憩・食事のタイミングが職場ルールや業務設計と整合してい

ないことにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（服薬・食事制限・安静確保を要する場合）/ 内部障害（糖尿病・透析・消化器疾患等）

状況レベル（🟢  → 💣）



🟢  安定・予防: 服薬・食事・休憩の時間と場所が業務スケジュールに組み込まれている。

🟡  要調整: 通常期は自己管理できているが、繁忙期・出張・会議が重なると崩れやすい。

🔴  高頻度支障: 服薬タイミングや休憩が業務の流れで取れず、自己管理が不安定になっている。

💣  破綻・停止: 職場での疾患管理が限界を超え、体調悪化または離職検討に至っている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「職場内での服薬・食事・安静の実施環境の整備」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

通院日程の調整が主課題なら「Ⅰ-02 治療・通院の統合設計」へ。治療後の回復確保が主課題なら「Ⅰ-04 回復時間の確

保設計」へ。身体負荷自体が就労限界を超えている場合は支援者・医療者との緊急協議へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

服薬・食事・安静の時刻と場所を事前に上司と合意し、業務スケジュールに明記する

繁忙期・出張・会議集中時の「例外ルール」を事前に設定する

服薬・休憩スペース・食事場所（個室・空き部屋・休憩室等）を施設担当者と確認する

自己管理の実施状況を定期報告できる仕組みを整える（記録シート等）

見落としやすい点

「体調が悪くなったら言う」方式は、言い出せないまま悪化する。事前の構造化が必要

食事制限がある場合、社員食堂・弁当発注・社外食事の選択肢を確認する

設計の考え方

疾患管理を「個人の努力」から「職場の設計」に転換する。合理的配慮として位置づけ、業務計画の一部として組み込む。

外部と一緒に考える場面

就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が就職後継続的な職場・本人支援（効果推定-0.06）として服薬・食事・安

静の実施状況を定期モニタリングできる。主治医が「職場内管理に必要な環境」を文書化する自己管理支援（効果推

定-0.05）が企業側の配慮実施を支援する。HWチーム支援（+15.3pt）が合理的配慮としての環境整備を企業側に働きか

けることができる（企業へのアプローチ、効果推定-0.09）。

Ⅰ-04 回復時間の確保設計

定期治療・強い症状エピソードの後に必要な回復時間が勤務設計に織り込まれておらず、疲労・症状が蓄積している。



着眼点: 問題は治療日の欠勤そのものではなく、治療後の回復に必要な時間が業務設計に存在していないことにあ

る。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 内部障害 / 難病（化学療法・点滴治療・強い疼痛エピソードを伴う場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 回復時間帯を前提に業務密度が組まれ、治療と仕事がぶつかりにくい。

🟡  要調整: 部分的な軽減はあるが、不可業務帯や代替担当が未固定で無理が残る。

🔴  高頻度支障: 治療翌日まで疲労・副作用が残り、業務密度を維持できない状態が続く。

💣  破綻・停止: 治療後の回復が取れず、悪化と欠勤が連鎖している。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「治療・症状エピソード後の回復時間の確保」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

通院日程の衝突が主課題なら「Ⅰ-02」へ。職場内での疾患管理が主課題なら「Ⅰ-03」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

治療日の翌日・翌々日を「軽業務日」として業務計画に組む

治療後に不可能な業務（重作業・集中を要する業務・会議等）を明確にして周知する

代替担当者を事前に設定し、回復期間中の引継ぎをルール化する

見落としやすい点

副作用や症状の強さは治療サイクルで変動する。治療計画に合わせて定期的に見直す

「頑張れば出勤できる」状態を無理しないよう、回復基準を事前に本人と合意する

設計の考え方

回復時間を「例外的な休み」ではなく「治療に伴う標準的な設計要素」として位置づける。

外部と一緒に考える場面

就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が就職後継続的な職場・本人支援（効果推定-0.06）として回復設計の定期

確認を担える。治療計画変更時は障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.11）で職務設計の再アセスメントを

行える。医師の意見書が業務調整・合理的配慮の根拠として機能する。



Ⅰ-05 勤務リズムの適合設計

標準的な勤務形態（始業・終業時刻・曜日・連勤日数）が症状の変動パターンや治療スケジュールと構造的に合っていな

い。

着眼点: 問題は意欲や継続性ではなく、固定された勤務形態が症状リズムと根本的にズレていることにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（周期的な症状変動・治療サイクルがある場合）/ 内部障害 / 精神障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 症状のリズムに合わせた勤務形態（時間・日数・曜日）が設定されている。

🟡  要調整: おおむね機能しているが、一部の曜日や時間帯で無理が生じている。

🔴  高頻度支障: 週の前半/後半・特定の時間帯に繰り返しパターンで支障が出る。

💣  破綻・停止: 勤務形態と症状リズムの不整合が継続し、就労継続の見通しが立たない。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「勤務の時間・頻度・リズムの形態変更」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

日内の症状変動への対応が主課題なら「Ⅰ-01」へ。治療日との衝突が主課題なら「Ⅰ-02」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

症状が安定している時間帯・曜日を記録し、勤務時間帯の候補を絞る

短時間勤務・フレックス・週3日勤務等の選択肢を雇用区分・制度と照らして確認する

症状の変化に合わせて勤務形態を段階的に変更できる合意を事前に作る

見落としやすい点

短時間勤務は給与・社会保険の影響を伴う。収入と給付のバランスをⅢ-07と合わせて確認する

勤務形態の変更は雇用契約の変更になることがある。労務的な確認を先行する

設計の考え方

「週5日・フルタイム」を標準として逸脱を管理するのではなく、本人の機能リズムに合った勤務形態を設計の出発点にす

る。



外部と一緒に考える場面

HW専門援助部門（Q1転換差+15.3pt）・就業生活支援センター（+16.4pt）が勤務形態変更の企業側交渉（企業へのア

プローチ、効果推定-0.09）を担える。障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.10）が勤務形態と機能プロフィ

ールのミスマッチを客観評価できる。収入・社会保険への影響はⅢ-07と合わせて就労・生活一体相談（就業生活支援セ

ンター等、効果推定-0.08）で確認する。

Ⅰ-06 段階的職務設計

現在の症状・能力水準と将来の変化見通しを踏まえた職務の段階的な設計ができておらず、「このまま続けられるか」という

不安が就労継続を妨げている。

着眼点: 問題は現在の能力の限界ではなく、現在から将来にわたる変化を前提とした職務設計が存在しないことにあ

る。就職前の段階でも、「続けられるか」という将来設計の不在が就職活動の障壁になることがある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（病状の段階的進行がある場合）/ 内部障害 / 精神障害（再発リスクがある場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 段階的な職務計画があり、症状変化に合わせた調整経路が合意されている。

🟡  要調整: 現在は安定しているが、将来の変化に対応する計画がない。

🔴  高頻度支障: 症状変化のたびに職務内容を一から交渉せざるを得ず、疲弊している。

💣  破綻・停止: 将来への不安から就職・就労継続の判断ができない状態になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「現在の状態と将来の変化を見据えた職務の段階的な設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

日々の体調変動への対応が主課題なら「Ⅰ-01」へ。病状進行への「備えと合意」が主課題なら「Ⅰ-07」へ。就職前の

将来不安への対応が主課題で開示問題が絡む場合は「Ⅲ-03」も合わせて確認。

具体的な取組み内容

最初にやること

現在できる業務・今後負荷を下げたい業務・避けたい業務を3種類に整理する

「段階1（今）→段階2（体調変化時）→段階3（大きな変化時）」の職務変更の筋道を事前に合意する

就職前の場合: 入社後の試用期間・職務変更経路を採用段階で確認・合意する



見落としやすい点

将来設計は「今の状態の延長」でなく「起こりうる変化の想定」が必要。主治医からの見通し情報を活用する

段階的な変更の合意は、口頭ではなく書面（労働条件通知書の特記等）に残す

設計の考え方

日本の当事者データ（C5型の将来不安・C1型の就職障壁）が示す構造と同じ原則を、IPS/SE国際エビデンスも「place-

then-train（就職してから学ぶ）」として独立に確認している。「完璧に準備できてから就職する」ではなく「今の段階で就

職しながら設計を更新していく」視点で考える。

外部と一緒に考える場面

就労移行支援事業所（Q1転換差+17.0pt）・就業生活支援センター（+16.4pt）が段階的職務計画の策定と企業交渉（企

業へのアプローチ、効果推定-0.07）の主要担い手。障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.11）が各段階での

職務適合性を評価できる。就業生活支援センターが就職後継続的な職場・本人支援（効果推定-0.06）として段階変更の

タイミングを継続的にモニタリングできる。

Ⅰ-07 病状変化への備えの設計

現在は安定していても、今後の病状進行・再燃・悪化に備えた職場側の対応計画が合意されておらず、「いつか来る変化」へ

の不安が就労意欲や日常の集中力を妨げている。

着眼点: 問題は現在の悪化ではなく、悪化したときの対応経路が存在しないこと、またはその不在への不安にある。

「今は大丈夫」な状態での備えの設計が、将来の就労継続を支える。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（進行性・再燃性の疾患）/ 精神障害（再発リスクがある場合）/ 内部障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 変化時の対応計画が職場・支援者・本人の間で合意されている。

🟡  要調整: 現在は安定しているが、変化時の経路が明確でなく不安が続いている。

🔴  高頻度支障: 将来への不安が日常的な集中力・意欲・就職活動の妨げになっている。

💣  破綻・停止: 将来の不安が主因で就職を断念しているか、在職中の危機対応が機能していない。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「現在安定しているが将来の変化への備えと合意形成」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方



現在すでに症状変動が起きているなら「Ⅰ-01」へ。現在悪化が進行しており職務設計の見直しが必要なら「Ⅰ-06」

へ。将来不安が就職意欲の断念に至っているなら「Ⅲ-01」も確認。

具体的な取組み内容

最初にやること

「悪化サインのチェックリスト」を本人と作成し、早期に職場・支援者に伝えられる基準を設定する

悪化時の対応手順（休暇取得・業務変更・職場内支援担当者への連絡等）を事前に文書化する

主治医・支援者・職場担当者の3者連絡経路を確認・合意する

見落としやすい点

「今は大丈夫だから」という理由で備えを後回しにすると、変化が来たときに間に合わない

不安そのものが症状として現れている場合（C5型）、備えの設計と並行して心理的サポートを確認する

設計の考え方

将来の変化への「不安をなくす」のではなく、「不確実性の中でも対応経路がある」という安心感を設計する。予防的合意

が、現在の就労継続を支える。

外部と一緒に考える場面

就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が就職後継続的な職場・本人支援（効果推定-0.06）として変化への備えと

定期確認を担える。難病相談支援センター（都道府県設置、Q1転換差+3.1ptだが難病では不可欠）が疾患特有の変化パ

ターンの情報提供を担える。就業生活支援センター等による障害理解・対処支援（効果推定-0.08）が職場の「変化時対

応文化」の形成を支援する。



設計層Ⅱ：仕事・環境の適合設計

仕事の内容・指示・情報提示・コミュニケーション環境と、本人の感覚・認知・身体特性が合っていないときに使うレイヤ

ー。本人の特性を変えようとするのではなく、仕事の要求と職場環境の設計を変えることを目指す。

対応FCHMAドメイン: D2（仕事要求ミスマッチ）+ D4（配慮・環境ギャップ） 主要根拠クラスタ: C3（発達障害）、C7

（視覚障害）、C9（聴覚障害）、C11（障害横断・指示困難）、C14（高次脳機能障害）

Ⅱ-01 感覚環境の設計

光・音・温度・においなどの感覚刺激が本人の感覚特性と不整合であり、就労中の過負荷・消耗・集中困難を引き起こして

いる。

着眼点: 問題は感覚過敏そのものではなく、標準仕様の職場環境が一部の人には過負荷になる設計になっていること

にある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 発達障害（ASD・ADHD）/ 精神障害 / 難病（光・音過敏を伴う疾患）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 感覚負荷が少ない配置・環境が整い、過負荷が起きにくい。

🟡  要調整: 一部の環境で不快感・集中困難があるが、業務継続は可能。

🔴  高頻度支障: 特定の感覚刺激で業務遂行が毎日影響を受けている。

💣  破綻・停止: 感覚過負荷により就労が困難な状態が続いている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「感覚刺激の強度・質と本人の耐性のギャップ解消」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

聴覚環境のコミュニケーション設計が主課題なら「Ⅱ-05」へ。指示の不明確さが主課題なら「Ⅱ-07」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

問題になっている感覚刺激の種類（光・音・温度・におい等）と発生源を特定する

座席位置の変更（窓から離れる・騒音源から離れる・仕切りを設けるなど）を確認する



イヤーマフ・サングラス・個人用パーティション等の補助ツールの使用可否を確認する

会議室・個室・在宅等の静音環境でのタスク実施可否を確認する

見落としやすい点

感覚過負荷は「慣れれば大丈夫」ではなく蓄積する。継続的な消耗は見えにくい

補助ツールの使用が「目立つ」ことへの抵抗感がある場合、職場全体への事前説明が有効

設計の考え方

「本人が感覚刺激に耐える」ではなく「感覚負荷が低い環境をまず設計する」。合理的配慮の典型例として位置づける。

外部と一緒に考える場面

障害者職業センターの職業場面を踏まえた職業評価（効果推定-0.09）が感覚環境と機能プロフィールのミスマッチを職

業的に評価できる。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）・HW（+15.3pt）が企業への合理的配慮申請（企業へ

のアプローチ、効果推定-0.07）を担える。就業生活支援センター等による障害理解・対処支援（効果推定-0.08）が職場

全体の感覚特性への理解促進を担える。

Ⅱ-02 通勤・移動の負荷設計

通勤経路・手段・所要時間・移動動線が身体的・感覚的・認知的負荷として就労継続を妨げている。

着眼点: 問題は移動能力の欠如ではなく、標準的な通勤設計が特定の機能プロフィールに対して過負荷になっているこ

とにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 視覚障害 / 肢体不自由 / 難病（体力消耗・移動疼痛）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 通勤手段・ルート・所要時間が機能特性に合わせて最適化されている。

🟡  要調整: 現状の通勤でおおむね機能しているが、体力消耗・時間的余裕のなさが課題。

🔴  高頻度支障: 通勤消耗が仕事開始前から疲労を蓄積させ、就労継続に影響している。

💣  破綻・停止: 通勤自体が就労継続の最大の障壁になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「通勤手段・ルート・移動環境の再設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方



勤務開始時刻の変更が主課題なら「Ⅰ-05 勤務リズムの適合設計」へ。職場内の移動・作業環境整備が主課題なら

「Ⅱ-01」と合わせて確認。

具体的な取組み内容

最初にやること

現在の通勤時間・手段・乗換回数と、消耗の大きさを具体的に確認する

混雑回避（時差通勤・始業時刻変更）の可否を確認する

在宅勤務・近隣就労・送迎サービスの選択肢を確認する

職場内の移動経路（エレベーター・駐車場・休憩場所等）のアクセシビリティを確認する

見落としやすい点

通勤負荷は季節・体調・天候によって変動する。「今は大丈夫」でも変化する可能性がある

在宅勤務の適用には雇用契約上の確認が必要

設計の考え方

「職場まで来ること」自体を問い直す。就労の目的は移動の達成ではなく業務の遂行であり、移動負荷を最小化する設計が

就労継続を支える。

外部と一緒に考える場面

移動支援制度（行動援護・移動支援等）の適用はケアマネ・相談支援専門員と確認する。HW専門援助部門（Q1転換差

+15.3pt）・就業生活支援センター（+16.4pt）がテレワーク・時差通勤等の企業交渉（企業へのアプローチ、効果推

定-0.09）を担える。職業場面評価（障害者職業センター、効果推定-0.10）が通勤負荷と職務設計の関係を評価できる。

Ⅱ-03 会議・情報処理の設計

会議の形式・情報提示の速度と量・複数情報の同時処理が認知処理の特性と合っておらず、情報の取りこぼし・意思決定の

遅延・過負荷が生じている。

着眼点: 問題は理解力の不足ではなく、情報の提示方法と処理容量のミスマッチにある。同じ情報でも提示方法の変

更で処理可能になる。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 高次脳機能障害 / 発達障害 / 難病・精神障害（疲労・認知症状を伴う場合）/ 聴覚障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 情報提示の形式が特性に合わせて設計されており、会議が機能している。

🟡  要調整: 一部の会議形式で情報取りこぼしが起きているが、業務への影響は限定的。



🔴  高頻度支障: 会議や打ち合わせで情報が追いつかず、業務の質と継続性に影響が出ている。

💣  破綻・停止: 会議への参加自体が過負荷になり、業務遂行が困難な状態になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「会議・打ち合わせでの情報処理と参加設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

書面・画面の視覚的情報アクセスが主課題なら「Ⅱ-04」へ。音声・聴覚環境が主課題なら「Ⅱ-05」へ。業務の指示の

明確さが主課題なら「Ⅱ-07」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

会議のアジェンダと資料を事前（24時間前）に共有する

口頭説明に加えて書面・スライドでの視覚的補完を標準化する

発言・質問は一つずつ、間を置いて行う

会議後に決定事項・アクション項目を文書化して共有する

必要に応じて会議の録音・後での確認を許可する

見落としやすい点

「会議が苦手」の原因は一つではない（聴覚・視覚・認知負荷・対人緊張など）。原因を特定してから設計変更する

難病・精神障害による認知疲労は「その日の調子」で変動する。固定ルールだけでなく可変設計も必要

設計の考え方

会議の設計変更は個人への特別対応ではなく、情報共有の質を全員に向上させる。「事前資料の配布」「決定事項の文書化」

は普遍的に有効。

外部と一緒に考える場面

障害者職業センターの職業場面を踏まえた職業評価（効果推定-0.09〜-0.10）が会議参加の困難パターンを職業的場面で

評価できる。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）・HW（+15.3pt）が企業への会議設計変更の配慮申請（企業

へのアプローチ、効果推定-0.07〜-0.09）を担える。障害理解・対処支援（効果推定-0.08）が会議設計変更への職場理

解を促進できる。

Ⅱ-04 視覚的情報アクセス設計

書類・画面・標識・掲示物などの視覚的情報が本人の視覚特性に対応していないため、業務遂行や職場内の移動・安全に支

障が生じている。



着眼点: 問題は視覚障害の程度ではなく、標準的な視覚情報のフォーマットと本人の視覚的情報アクセス方法が一致

していないことにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 視覚障害（弱視・全盲）/ ロービジョン / 色覚特性

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 視覚情報が本人のアクセス方法（拡大・音声変換等）に対応して提供されている。

🟡  要調整: 一部の書類・画面で対応が不十分で、自己対処に頼っている。

🔴  高頻度支障: 視覚情報の取得困難が業務の質と速度に毎日影響している。

💣  破綻・停止: 視覚的情報アクセスが就労継続の最大の壁になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「書類・画面・標識の視覚的アクセシビリティの整備」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

移動・通勤の問題が主課題なら「Ⅱ-02」へ。会議での情報処理が主課題なら「Ⅱ-03」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

業務で使用するすべての書類・システム・ツールの視覚的アクセス手段を確認する

スクリーンリーダー・拡大表示・色設定変更等の補助技術の導入を確認する

書類は電子データで提供し、本人がアクセシブルに変換できるようにする

職場内の移動経路の点字・音声案内・物理的な配慮を確認する

見落としやすい点

弱視では「見えない」ではなく「疲れが早い」「時間がかかる」という形で現れることがある

IT補助技術の導入は機器の設定・習熟にも時間が必要

設計の考え方

「視覚情報を提供すること」から「本人がアクセスできる形で情報を提供すること」へ。アクセシビリティは補助技術と職

場設計の両方で達成する。

外部と一緒に考える場面



障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.09）と個別IT環境整備支援が活用できる。就業生活支援センター（Q1

転換差+16.4pt）・HW（+15.3pt）が企業への合理的配慮申請（企業へのアプローチ、効果推定-0.07）を担える。視覚

障害者のIT活用支援は日本視覚障害者ICTネットワーク等の専門機関に相談できる。

Ⅱ-05 音声・コミュニケーション環境の設計

口頭指示・音声情報・コミュニケーション形式が本人の聴覚・言語特性に対応しておらず、業務上の情報取得や対人コミュ

ニケーションに支障が生じている。

着眼点: 問題は個人のコミュニケーション能力ではなく、職場のコミュニケーション設計が多数派の前提で作られて

いることにある。設計を変えることが先で、個人の適応訓練は後の問題。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 聴覚障害 / 難聴 / 言語障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 情報伝達の形式が多様化され、口頭以外の手段が標準的に使われている。

🟡  要調整: 書面・メール等で補完できているが、一部の口頭情報が抜け落ちやすい。

🔴  高頻度支障: 口頭指示・会話が中心の環境で、情報取得と意思表示に継続的な困難がある。

💣  破綻・停止: コミュニケーション設計の不整合により就労継続が困難になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「音声・言語によるコミュニケーション環境の設計変更」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

視覚情報アクセスが主課題なら「Ⅱ-04」へ。会議での認知処理が主課題なら「Ⅱ-03」へ。個人の対人応答負荷が主課

題なら「Ⅱ-06」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

指示・連絡を文字（チャット・メール・メモ）で行うことを標準化する

会議・打ち合わせには事前資料を用意し、決定事項を書面で共有する

必要に応じて手話通訳・要約筆記・文字起こしツールの活用可否を確認する

電話対応の免除・代替手段（メール・ビデオ通話）の整備を確認する



見落としやすい点

「補聴器があれば大丈夫」は過信になることがある。補聴器の効果は環境・音質・背景雑音によって大きく変わる

手話が第一言語の場合、文字日本語が第二言語であることを前提とした文書設計が必要な場合がある

設計の考え方

「口頭で言えばわかる」という多数派前提のコミュニケーション設計を問い直す。文字・視覚・非同期のコミュニケーショ

ン手段を標準装備にすることが、全員に利便性を提供する。

外部と一緒に考える場面

手話通訳・要約筆記の派遣制度（聴覚障害者情報提供施設等）を活用できる。障害者職業センターの職業場面評価（効

果推定-0.09）がコミュニケーション設計の課題を職業的に評価できる。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）・

HW（+15.3pt）が企業側へのコミュニケーション設計変更の交渉（企業へのアプローチ、効果推定-0.07）と障害理解

促進（効果推定-0.08）を担える。

Ⅱ-06 対人応答負荷の調整

職場での対人インタラクションの密度・形式・頻度が本人の負荷許容量を超えており、消耗・回避・業務遂行困難を引き起

こしている。

着眼点: 問題は対人スキルの欠如ではなく、職場の対人インタラクションの設計が一部の人には過負荷になっている

ことにある。個人の対人スキル訓練より先に、職場設計の変更を確認する。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 発達障害（ASD）/ 精神障害 / 聴覚障害 / 難病（対人疲労を伴う場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 対人インタラクションの密度と形式が本人の耐性に合わせて設計されている。

🟡  要調整: 一部の場面（突発的な対話・長時間の協働作業等）で消耗が生じている。

🔴  高頻度支障: 対人負荷が蓄積し、業務遂行と就労継続に影響が出ている。

💣  破綻・停止: 対人応答負荷が就労継続の最大の壁になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「職場での対人インタラクションの密度・形式の設計変更」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方



感覚環境の問題が主課題なら「Ⅱ-01」へ。コミュニケーション形式の問題が主課題なら「Ⅱ-05」へ。相談経路の問題

が主課題なら「Ⅲ-09」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

一日の対人インタラクション量（時間・回数・関係者数）を把握し、過負荷が発生するパターンを特定する

一人作業・在宅・個室環境での業務時間を確保する

突発的な声かけ・割り込みを減らす（チャット・事前予約制への変更等）

対話が必要な場面は事前にアジェンダを共有し、時間を限定する

見落としやすい点

対人負荷は「人が嫌い」ではなく「疲労の閾値の問題」。在宅・個室の確保が大きく状況を変えることがある

対人緊張に不安症状が伴う場合、医療的なサポートと並行が必要な場合がある

設計の考え方

対人インタラクションを「業務の目的を達成するための手段」として最適化する。コミュニケーションの形式・頻度・量を

必要最小限に設計することは、効率化にもつながる。

外部と一緒に考える場面

対人疲労の医学的背景（自律神経・疼痛・精神症状等）は主治医・医療機関との連携（就職後の自己管理支援、効果推

定-0.05）で確認する。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が対人負荷軽減の配慮交渉（企業へのアプローチ、

効果推定-0.09）と就職後継続モニタリング（効果推定-0.06）を担える。

Ⅱ-07 指示・業務設計の明確化

指示の曖昧さ・暗黙の前提・優先順位の不明確さが業務遂行を困難にしており、「わかっているはずなのにできない」状態

が繰り返されている。

着眼点: 問題は理解力や努力の不足ではなく、指示の設計が「暗黙知を持つ多数派」を前提に作られていることにあ

る。このパターンは発達障害・高次脳機能障害だけでなく、疲労・認知症状を伴う難病・精神障害にも広く発生す

る。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 発達障害（ADHD・ASD）/ 高次脳機能障害 / 難病・精神障害（認知疲労・集中困難を伴う場合）/ 内

部障害

状況レベル（🟢  → 💣）



🟢  安定・予防: 指示が具体的・段階的に提示されており、業務遂行が安定している。

🟡  要調整: 一部の指示で曖昧さがあり、確認のやりとりが増えている。

🔴  高頻度支障: 曖昧な指示によるやり直し・ミス・過負荷が繰り返されている。

💣  破綻・停止: 業務指示が機能せず、業務遂行そのものが困難な状態になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「指示の明確化・業務手順の可視化」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

タスクの切替・並行処理が主課題なら「Ⅱ-08」へ。記憶・段取りの管理が主課題なら「Ⅱ-09」へ。会議・情報処理が

主課題なら「Ⅱ-03」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

指示を「何を・いつまでに・どの品質で・誰に」の4点セットで明文化する

口頭指示は文書（チャット・メモ・業務マニュアル）で同時に補完する

優先順位が変わる場合は口頭で言うだけでなく、タスクリストを更新する

業務手順をチェックリスト化し、自己確認できるようにする

見落としやすい点

「言わなくてもわかる」という前提が指示側にある場合、具体化のコストを職場全体の効率化として提示すると受け入

れやすい

疲労日・症状変動日は理解処理が落ちることがある。重要な指示は「良い日」に確認する設計も有効

設計の考え方

「言わなくてもわかる」から「言葉にして確認する」へ。明確な指示設計は、誰に対しても業務の質を向上させる普遍的な

設計変更。

外部と一緒に考える場面

障害者職業センターのジョブコーチ・職業評価（効果推定-0.09〜-0.10）が職場指示設計のアセスメントと改善提案を行

える。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が企業への業務設計変更アプローチ（効果推定-0.07〜-0.09）と職

場内の障害理解促進（効果推定-0.08）を担える。

Ⅱ-08 タスク切替の負荷設計



複数業務の並行処理・タスク切替の頻度が認知負荷として機能障害を増幅させており、集中困難・ミスの増加・過負荷が生

じている。

着眼点: 問題は集中力の欠如ではなく、業務の切替頻度と認知処理の切替コストの設計上のミスマッチにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 発達障害（ADHD）/ 高次脳機能障害 / 難病・精神障害（認知疲労を伴う場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: タスク構成が単一集中型に近く、切替コストが低い設計になっている。

🟡  要調整: 切替は発生しているが、時間割での区切りで対処できている。

🔴  高頻度支障: 頻繁なタスク切替・割り込みにより、業務遂行に毎日影響が出ている。

💣  破綻・停止: タスク切替の負荷が就労継続の主要な壁になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「タスク切替頻度の削減と集中時間の確保」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

指示の不明確さが主課題なら「Ⅱ-07」へ。記憶・段取りの管理が主課題なら「Ⅱ-09」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

一定の時間帯（例: 午前中）を特定のタスクに固定し、切替を最小化する

割り込み対応の時間帯を分離し、それ以外は集中時間として保護する

並行業務を可能な限り「直列化」する（AとBを同時ではなく、Aを終えてからBへ）

タスクの切替前に現在の状態をメモに残す「中断プロトコル」を作る

見落としやすい点

「割り込み禁止」の設計は職場全体の協力が必要。本人だけの問題として扱わない

切替コストは疲労度によって変動する。午後や繁忙期は切替設計をより慎重に

設計の考え方

「何でもできる汎用型の業務」から「単一集中型の業務ブロック」への再設計。業務効率化の観点でも、深い集中時間の確

保は価値がある。

外部と一緒に考える場面



障害者職業センターの職業場面評価（効果推定-0.09）がタスク切替困難のパターンを職業的に評価できる。就業生活支

援センター（Q1転換差+16.4pt）・HW（+15.3pt）が企業への業務設計変更アプローチ（効果推定-0.07）と就職後継続

支援（効果推定-0.06）を担える。

Ⅱ-09 記憶・段取りの外部化設計

手順・スケジュール・約束・締め切りの記憶・管理が認知機能の特性上困難であり、忘れ・ミス・段取りの破綻が繰り返さ

れている。

着眼点: 問題は記憶力の低さではなく、「記憶して管理する」という前提の業務設計と認知プロフィールのミスマッチ

にある。外部記憶ツールで代替できることが多い。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 高次脳機能障害 / 発達障害（ADHD）/ 難病・精神障害（認知疲労・ブレインフォグを伴う場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 外部記憶ツール（メモ・チェックリスト・カレンダー）で業務管理が機能している。

🟡  要調整: ツールはあるが使い方が定着しておらず、抜け漏れが発生することがある。

🔴  高頻度支障: 忘れ・段取り崩れが繰り返され、業務の質と信頼関係に影響が出ている。

💣  破綻・停止: 記憶・段取りの困難が就労継続の主要な壁になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「業務の手順・期日・段取りの管理ツールの整備」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

指示の曖昧さが主課題なら「Ⅱ-07」へ。タスク切替が主課題なら「Ⅱ-08」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

業務のすべての手順をチェックリスト化し、確認に使えるようにする

カレンダー・タスク管理アプリでのリマインダー設定を標準化する

重要な連絡事項は口頭だけでなく必ず文書（メモ・チャット）で確認する

業務開始時に「今日やること」を書き出す習慣を設ける

見落としやすい点



ツールが複雑すぎると管理自体が負荷になる。シンプルなものから始める

疲労日はツールを使う余力も落ちる。最重要タスクだけに絞るシンプル設計を別途準備する

設計の考え方

「頭で覚えること」を前提とする業務設計から「記録して参照できること」を前提とする設計へ。外部記憶の活用はすべて

の職場人に普遍的に有効。

外部と一緒に考える場面

障害者職業センターの職業評価（効果推定-0.09）と個別ツール導入支援・業務マニュアル作成支援が活用できる。就業

生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）が企業への外部記憶ツール導入の配慮申請（効果推定-0.07）と就職後継続モニ

タリング（効果推定-0.06）を担える。

Ⅱ-10 情報共有の範囲設計

職場内での情報共有（誰に・何を・どこまで共有するか）の範囲が設計されておらず、過剰な開示・不十分な情報共有のい

ずれかによって職場適応が妨げられている。

着眼点: 問題は本人の情報管理能力ではなく、「何をどこまで共有すべきか」の基準が職場に存在しないことにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 発達障害 / 精神障害 / 高次脳機能障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 共有範囲が合意されており、必要な情報が必要な人に届いている。

🟡  要調整: 共有範囲の基準があいまいで、判断に迷うことがある。

🔴  高頻度支障: 情報の過剰共有または不足により、職場内の誤解やトラブルが生じている。

💣  破綻・停止: 情報共有の問題が職場関係の悪化・業務遂行困難につながっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「職場内での情報共有の範囲と基準の設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

外部への開示判断（就職時・採用時の開示）が主課題なら「Ⅲ-03 開示判断の設計」へ。職場への配慮依頼の方法が主

課題なら「Ⅲ-04 伝え方の設計」へ。

具体的な取組み内容



最初にやること

「業務遂行に必要な情報」と「プライバシーに関わる情報」を区別する基準を作る

共有する相手（直属上司のみ・人事・チーム全員等）の範囲を事前に合意する

共有した情報の取り扱い（他部署への口外禁止等）を文書化する

情報共有の方法（口頭・書面・会議等）と記録方法を合意する

見落としやすい点

「配慮のために必要だから」と判断して共有した情報が、当事者の同意なく広まることがある。同意の範囲を明確にす

る

情報共有の範囲は時間とともに変化する。定期的に見直す機会を設ける

設計の考え方

情報共有の設計は「開示させる」ではなく「当事者が共有先を選べる」枠組みを作ること。開示の選択権は常に本人にあ

る。

外部と一緒に考える場面

個人情報の取り扱いは法域・社内規定によって異なる。社労士・労務担当者に確認する。就業生活支援センター（Q1転

換差+16.4pt）が情報共有範囲の合意設計を企業へのアプローチ（効果推定-0.07）として担え、職場の障害理解促進

（効果推定-0.08）を通じて「情報を受け取る職場側の文化」を育てることができる。

Ⅱ-11 安全重視業務の運用設計

安全上の配慮が必要な業務（高所・機械・電気・薬品等を扱う作業）において、症状・特性を踏まえた運用ルールが設定さ

れておらず、安全リスクと就労継続の両立が困難になっている。

着眼点: 問題は本人が危険な仕事に向かないということではなく、安全管理ルールが機能特性の多様性を想定してい

ないことにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 視覚障害 / 肢体不自由 / 難病（意識障害リスク・体力低下がある場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 安全運用ルールが機能特性に合わせて設計されており、リスクが管理されている。

🟡  要調整: 標準的な安全規則は機能しているが、特定の症状変動時に対応が曖昧。

🔴  高頻度支障: 安全規則と機能特性の不整合でリスクが顕在化している。

💣  破綻・停止: 安全管理上の問題から業務継続が困難になっている。



鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「安全管理が必要な業務での機能特性を考慮した運用ルールの設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

職場全体の環境設計が主課題なら「Ⅱ-01」へ。段階的な業務変更が主課題なら「Ⅰ-06」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

業務上の安全リスクと機能特性（視覚・体力・反応速度・意識状態等）の組み合わせを評価する

症状変動時（体調悪化・疲労蓄積等）の業務停止基準と判断権限を明確化する

安全補助手段（補助者・安全装置・作業変更）を事前に合意する

定期的な安全評価と運用見直しのスケジュールを設ける

見落としやすい点

「問題が起きてから対応する」ではなく「症状変動時の基準を事前に決める」ことが重要

安全リスクの評価は産業医・労働安全衛生担当者と連携して行う

設計の考え方

安全管理を「個人の自己管理」から「システムレベルの設計」へ。多様な機能プロフィールに対応した安全設計は、全従業

員の安全基盤を強化する。

外部と一緒に考える場面

安全管理業務での就職後の体調管理・職場定着（職業的課題4・5）は、障害者職業センターの職業場面を踏まえた職業

評価（連携・効果推定-0.10〜-0.11）が職場安全設計の専門的アセスメントを担える。就業生活支援センター（Q1転換

差+16.4pt）が企業へのアプローチ（効果推定-0.09）として安全運用ルールの企業側調整を支援できる。産業医・労働

安全衛生委員会との連携は法的観点からも必須。



設計層Ⅲ：参加経路と社会的接続の設計

就労意欲・開示判断・求職活動・支援接続・制度活用が詰まるときに使うレイヤー。就職活動の前・途中・就職後のいずれ

の段階でも使える。「準備が整ってから」という前提ではなく、今の状態から始められる接続経路を設計することを目指す。

対応FCHMAドメイン: D3（参加・役割不安定化）+ D5（説明・開示媒介）+ D6（支援連携アクセス）+ D8（制度制約・

制度アクセス） 主要根拠クラスタ: C2（全方位困難・就労断念）、C12（見えない難病・開示困難）、C0（内部障害・制度格

差）、C13（難病・制度格差意識）、C5（病状進行不安）

Ⅲ-01 就労意欲・社会参加の再接続

困難の蓄積により就労意欲が低下し、支援への相談・求職活動・日常的なやり取りを含めた社会的な能動性が全体的に困難

な状態になっている。

着眼点: 問題は意志や努力の欠如ではなく、困難の重積が能動性の基盤を消耗させていることにある。意欲を上げよ

うとする前に、困難の構造を解くことが先決。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（全方位困難・孤立状態）/ 精神障害 / 長期の就労断念

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 就労意欲があり、困難が生じても支援者・周囲に相談できる状態がある。

🟡  要調整: 意欲はあるが行動に移れない状態が続いている。周囲へのSOSが出せていない。

🔴  高頻度支障: 就労・相談・日常活動への意欲が全体的に低下し、社会的孤立が進んでいる。

💣  破綻・停止: 就労を諦めており、支援機関・人との接触自体が困難になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「意欲・能動性の基盤回復と社会的接続の再構築」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

支援機関の情報・経路が主課題なら「Ⅲ-08 支援ネットワークへの接続」へ。開示への恐れが行動を阻んでいるなら

「Ⅲ-03 開示判断の設計」へ。体調悪化が直接の原因なら設計層Ⅰに戻る。

具体的な取組み内容

最初にやること



「就労」より前の問いから始める：「今、一番しんどいことは何ですか」

意欲回復の目標を「就職する」ではなく「今週、誰かに一度話す」など最小化する

孤立を作っている構造的原因（情報不足・経済的不安・開示困難等）を特定し、一つずつ取り除く

当事者同士のピア・グループや当事者会への参加が意欲回復に有効な場合がある

見落としやすい点

「頑張れ」「前向きに」という言葉は逆効果になることがある。「今の状態でも始められること」を一緒に探す

抑うつ症状が強い場合は医療的評価を先行する

設計の考え方

就労意欲の回復は「心がけ」ではなく「困難の構造を解く」ことで生じる。C2（全方位困難・就労断念型, n=380）のデー

タが示すこの構造は、IPS/SE国際エビデンスが「訓練準備主義への対抗」として独立に確認している原則と整合する。「意

欲が回復してから動く」ではなく「小さく動くことで意欲が生まれる」という順序で設計する。

外部と一緒に考える場面

「障害理解・対処・職業準備性」（職業的課題1）への支援者データが示す有効介入は、障害理解・対処・家族支援（連

携・効果推定-0.08）と企業へのアプローチ（連携・効果推定-0.07）。就労移行支援（Q1転換差+17.0pt）が意欲回復か

ら就労準備への移行を伴走できる最優先連携先。難病・障害当事者の自助グループ・ピア相談が意欲回復の入口として

有効な場合がある。精神保健福祉士・MSWが医療側からの接続を担える。

Ⅲ-02 制度的所属と就労選択肢の整理

障害者手帳の有無・疾患の性質・等級によって利用できる就労支援制度・就労枠組みが異なり、「自分がどの制度を使える

のか」「どの枠で就職すればよいのか」が整理できていない。

着眼点: 問題は当事者の制度理解の不足ではなく、複雑な制度設計と個別状況の組み合わせを整理できる機会・専門

家が不足していることにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（障害者手帳なし・または申請未検討）/ 内部障害 / 精神障害（中等度・軽度）/ 複数の障害・疾

患が重なる場合

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 制度的所属が整理されており、利用できる支援の全体像が把握されている。

🟡  要調整: 一部の制度は使えているが、他に利用可能な選択肢があるかどうかが不明。

🔴  高頻度支障: 「どの枠で就職すればよいか」の判断ができず、求職活動が止まっている。

💣  破綻・停止: 制度的所属の不明確さが就職活動・支援接続の根本的な障壁になっている。



鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「利用可能な制度・支援枠組みの整理と所属の確認」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

制度が整理されたうえで収入・給付のバランスが主課題なら「Ⅲ-07」へ。制度整理後に「伝えるかどうか」が主課題な

ら「Ⅲ-03」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

現在の手帳（身体・精神・療育）の取得状況と等級を確認する

難病指定疾患・特定疾患の認定状況を確認する

「障害者枠」「一般枠」「オープン就労」「クローズ就労」それぞれの現実的な選択肢と条件を整理する

手帳の申請可能性がある場合は主治医・支援者と確認する

見落としやすい点

難病は「難病指定を受けていても障害者手帳の対象とならない場合」がある。制度の組み合わせは個別に確認が必要

手帳取得が「固定した状態の受け入れ」という心理的意味を持つ場合がある。当事者の感情に丁寧に関わる

設計の考え方

制度的所属の整理は就労支援の入口。どの制度を「使う/使わない」は本人が選ぶが、「選択肢がある」ことを知っているこ

とが前提条件。

外部と一緒に考える場面

制度整理後の就労支援への接続では、就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）とHWチーム支援（Q1転換差

+15.3pt）が就業移行の最効果連携先。難病相談支援センター（Q1転換差+3.1pt）は難病特有の制度情報（難病指定・

特定疾患・手帳対象外の場合）に特化した専門機能を持つ。制度整理そのものはハローワーク専門援助・就業生活支援

センターが担える。

Ⅲ-03 開示判断の設計

症状・診断・配慮ニーズを職場や採用担当者に「伝えるかどうか」の判断基準がなく、「伝えると不利になるかもしれない」

「伝えないと配慮が得られない」という両立困難が就職活動・在職継続を妨げている。

着眼点: 問題は開示の技術（何をどう言うか）ではなく、開示するかどうかの判断基準が本人にも支援者にも存在し

ないことにある。判断基準を作ることが先で、伝え方の設計は後。



こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病・慢性疾患（障害者手帳なし）/ 精神障害（中等度・軽度、手帳なし）/ 内部障害（症状が外見に

現れにくい場合）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 開示の判断基準があり、場面ごとに自分で判断できている。

🟡  要調整: 開示済みだが十分な理解が得られていない、または開示先・タイミングに迷いがある。

🔴  高頻度支障: 「開示すると落とされる」「開示しないと限界が来る」の板挟みが継続している。

💣  破綻・停止: 開示もできず配慮も得られず、就職活動や就労継続が止まっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「伝えるかどうかの判断基準の整理」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

判断ができており「どう伝えるか」が主課題なら「Ⅲ-04 伝え方の設計」へ。制度的所属の整理が先に必要なら

「Ⅲ-02」へ。開示後の職場での情報管理が主課題なら「Ⅱ-10」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

開示した場合・しない場合のリスクとメリットを具体的に整理する

開示先を段階的に区別する（採用担当 / 直属上司 / 人事 / 同僚）

「完全な開示」と「完全な非開示」の間に「必要な配慮だけを伝える」という選択肢があることを確認する

手帳取得の要否・可能性について主治医・支援者と確認する

見落としやすい点

開示は「一度決めたら変わらない」ではない。状況の変化に合わせて変えられることを伝える

「正直に全部話さなければならない」という義務感から来る行き詰まりに注意。開示の範囲は本人が決める

設計の考え方

開示判断は「正直さ」の問題ではなく「戦略的な情報共有設計」の問題。本人の権利として、開示の選択権は常に本人にあ

る。支援者はその判断を一緒に整理するサポーターであって、開示を勧める立場ではない。

外部と一緒に考える場面

開示判断は「障害理解・対処」（職業的課題1）と密接に関係し、支援者データでは障害理解・対処・家族支援（連携・

効果推定-0.08）と企業へのアプローチ（効果推定-0.07）が有効な介入。就業生活支援センター（Q1転換差+16.4pt）

が開示判断の相談と企業への調整を担える最優先連携先。難病当事者団体・ピア相談が同疾患の開示経験を共有できる

場合がある。ハローワーク専門援助部門が開示なしの一般枠・開示ありの障害者枠の両面から状況を整理できる。



Ⅲ-04 伝え方の設計

症状・診断・配慮ニーズを伝えるかどうかの判断はできているが、「どのように・どこまで・誰に」伝えるかの具体的な表

現・戦略が定まっておらず、職場での理解と配慮が得られていない。

着眼点: 問題は開示の意思ではなく、「機能的に何が必要か」を職場が理解できる言葉で伝える枠組みが整っていない

ことにある。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病・慢性疾患 / 精神障害 / 内部障害（症状が変動する・外見から見えにくい）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 配慮ニーズが職場に伝わっており、適切な配慮が実施されている。

🟡  要調整: 開示はしているが、十分な理解・配慮が得られていない。

🔴  高頻度支障: 伝え方の問題で職場との誤解やすれ違いが繰り返されている。

💣  破綻・停止: 伝えられず配慮も得られず、就労継続が困難な状態にある。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「配慮ニーズをどのように・誰に・どこまで伝えるかの設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

「伝えるかどうか」の判断がまだできていないなら「Ⅲ-03 開示判断の設計」へ先に戻る。伝えた後の職場内情報管理

が主課題なら「Ⅱ-10」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

診断名・病名ではなく「業務上必要な配慮」を中心に伝える枠組みに変える（例: 「〇〇という診断があります」→「午

後に疲れやすいため、重要な業務を午前中に入れていただけると助かります」）

配慮依頼を「お願い」ではなく「業務設計の提案」として構成する

症状の変動性・不確実性を伝えるときは「日によって違う」ではなく「このパターンで変動する」と説明できるように

する

担当医に「就労上の配慮が必要な状態」を記した意見書・診断書の作成を依頼する

見落としやすい点

一度で完全に理解してもらおうとしない。伝えることは継続的なプロセス



難病・慢性疾患では症状の変動性が伝わりにくい。「波がある」ことを構造として説明する

設計の考え方

伝える内容を「症状の説明」から「必要な設計の提案」に転換する。職場側が「何をすればよいか」がわかるように設計す

ることが、配慮実現の近道。

外部と一緒に考える場面

「伝え方の設計」は「障害理解・対処」（職業的課題1・4）に対応し、支援者データでは障害理解・対処・家族支援（連

携・効果推定-0.08）と企業へのアプローチ（連携・効果推定-0.09）が有効。就業生活支援センター（Q1転換差

+16.4pt）が職場への代理説明・企業調整を担える最優先連携先。就労支援員・ジョブコーチが伝え方の練習と職場訪問

時の橋渡しを支援できる。主治医の意見書が職場理解の根拠として機能する。

Ⅲ-05 求職活動の道筋設計

求人探索・応募・選考というプロセスの段取りが、障害・疾患の特性や制度的所属を踏まえて設計されていないため、求職

活動が止まるか非効率なルートを繰り返している。

着眼点: 問題は求職能力の不足ではなく、一般的な求職プロセスが障害・疾患の特性を前提としていないことにあ

る。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病（障害者手帳なし・または取得後初めての求職）/ 精神障害 / 内部障害

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 特性・制度に合った求職ルートが設計されており、活動が進んでいる。

🟡  要調整: 求職活動は始まっているが、特性・制度に合っていないルートで疲弊している。

🔴  高頻度支障: 応募・選考が繰り返し止まり、理由の分析と修正ができていない。

💣  破綻・停止: 求職活動自体が止まっている、または開始できない状態にある。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「求人探索・応募・選考の段取り設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

制度的所属の整理が先に必要なら「Ⅲ-02」へ。開示判断が先に必要なら「Ⅲ-03」へ。就労意欲の回復が先に必要なら

「Ⅲ-01」へ。

具体的な取組み内容



最初にやること

利用する求職ルート（ハローワーク一般窓口・専門援助・就労移行支援・転職エージェント等）を制度的所属に合わせ

て選択する

応募書類で「配慮ニーズの伝え方」を「Ⅲ-04 伝え方の設計」と合わせて整理する

症状の変動を踏まえた「活動できる日・できない日」のペース設計をする

面接後に選考結果を分析し、修正点を特定する（支援者と一緒に）

見落としやすい点

「一般枠でも大丈夫」という判断は慎重に。配慮が得られないと入社後に詰まることが多い

日本の支援者データ（toku18 Q1支援者の実践構造）が示すように、「条件が揃ってから求職する」より「求職しながら

条件を整える」方が就職成功につながりやすい（この構造はIPS/SEが独立に整合確認している）

設計の考え方

日本の当事者データ（C6精神障害・C2全方位困難）と支援者データ（toku18 Q1支援者の早期求職実践）が示す「今の状

態から始める」構造は、IPS/SEの「place-then-train（就職してから学ぶ）」と独立に整合している。「完全に準備できてか

ら応募する」ではなく「今の状態で応募しながら調整する」というアプローチを基本にする。

外部と一緒に考える場面

「就職活動の実施」（職業的課題2）への支援者データが示す最効果介入は、企業へのアプローチ（連携・効果推

定-0.15）で全介入中最高水準。Q13連携体制参加でのQ1転換差は就労移行支援（+17.0pt）> 就業生活支援センター

（+16.4pt）> HWチーム支援（+15.3pt）の順。就労移行支援事業所が求職活動の伴走支援を担える最優先連携先。就

業生活支援センターが企業へのアプローチ・開示調整を一体的に担える。

Ⅲ-06 実習・訓練から就業への接続

就労準備訓練・実習の経験が実際の競争的雇用への移行に結びつかず、訓練環境の中で停滞している。

着眼点: 日本の支援者データ（toku18 Q1支援者の実践構造）と当事者データ（C6精神障害・C2全方位困難）が示す

ように、問題は「まだ準備ができていない」ことではなく「訓練から実際の就業環境への移行設計が機能していな

い」ことにある。この構造はIPS/SE国際エビデンスの「place-then-train（就職してから学ぶ）」と独立に整合してい

る。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 精神障害 / 発達障害 / 長期就労準備中の状態

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 実習・訓練の経験が段階的な就業計画と結びついている。



🟡  要調整: 訓練は続いているが、就業移行の具体的な見通しが立っていない。

🔴  高頻度支障: 訓練が長期化し、「いつ就職できるか」の判断ができていない状態が続いている。

💣  破綻・停止: 訓練・実習への意欲も低下し、どこにも動けない状態になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「訓練・実習から実際の就業への移行設計」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

就労意欲の回復が先に必要なら「Ⅲ-01」へ。制度的所属の整理が先に必要なら「Ⅲ-02」へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

「いつ就職できるか」の基準を支援者・本人・施設で明確にする（具体的な指標を設定する）

「訓練で完璧にできてから就職する」ではなく「今できることで就職し、職場で学ぶ」という方針を確認する

実際の職場での短期実習（企業実習）を早期に試みる

訓練施設側と就職後の定着支援の継続を事前に合意する

見落としやすい点

訓練の長期化は「本人が準備不足」ではなく「移行設計の不在」が原因の場合が多い

定着支援（就業後の継続的なサポート）を訓練終了で打ち切らない。IPS原則7「時間制限なしの定着支援」

設計の考え方

日本の支援者データ（toku18）が示すQ1支援者の実践構造（早期求職・連携型支援・定着継続）は、IPS/SE国際エビデン

ス（RCTメタ分析：競争的雇用獲得率が従来型の2〜3倍、オッズ比3〜4）と独立に整合している。「訓練してから就職する」

より「就職しながら学ぶ」という移行設計の優位性は、日本データと国際エビデンスの両側から支持されている。

外部と一緒に考える場面

「採用決定」（職業的課題3）への支援者データが示す最効果介入は、企業へのアプローチ（連携・効果推定-0.18）で全

介入・全課題を通じた最高水準。次いで職業場面を踏まえた職業評価（連携・効果推定-0.11）が続く。Q13連携体制参

加では就労移行支援（+17.0pt）> 就業生活支援センター（+16.4pt）の順。就労移行支援事業所が訓練→実習→採用の

全段階を伴走できる最優先連携先。就業生活支援センターが企業へのアプローチ・採用後定着支援を担える。

Ⅲ-07 収入・給付の安定設計

就労することによる収入と、障害年金・医療費助成・生活保護等の各種給付のバランスが整理されておらず、「働くと生活が

苦しくなる（働き損）」という不安が就労の障壁になっている。



着眼点: 問題は本人の計算能力ではなく、複雑な給付制度の相互作用を個人が把握することが現実的に困難なことに

ある。専門家との確認が必要な問題。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 障害年金受給者 / 生活保護受給者 / 医療費助成対象者 / 難病（高額医療を継続中）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 収入と給付のバランスが整理されており、就労が経済的安定を支えている。

🟡  要調整: 給付への影響が不明で、就労規模を決めかねている状態がある。

🔴  高頻度支障: 「働き損」への不安から就労規模が過度に制限されている。

💣  破綻・停止: 経済的不安が就労の断念に直結している。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「就労による収入と各種給付の整合性の確認」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

制度的所属の整理が先に必要なら「Ⅲ-02」へ。経済不安が意欲低下の主因なら「Ⅲ-01」と合わせて確認。

具体的な取組み内容

最初にやること

現在受給している給付（障害年金・生活保護・難病助成等）の種類と金額を一覧にする

各給付の「就労による減額・停止の基準」を担当窓口（年金事務所・福祉事務所・難病相談支援センター等）に確認す

る

就労した場合の収入と給付の合計を「就労前後」で試算する

「働き損ゾーン」を回避できる就労規模（時間・収入）の目安を把握する

見落としやすい点

給付制度は改正があるため、過去の情報や伝聞に頼らず必ず担当窓口に確認する

試算は「現在の状態」だけでなく「症状変化で勤務を減らした場合」も確認する

設計の考え方

「働き損」の不安を取り除くことが、就労の障壁を一つ解消する。情報として整理されることで、不安が「計算可能な問

題」に変わる。

外部と一緒に考える場面



給付・収入設計は「就職後の体調管理・職場定着」（職業的課題4・5）と連動する。就業生活支援センター（Q1転換差

+16.4pt）の就労・生活一体相談（連携）が収入・給付の両面を扱える窓口として機能する。社会保険労務士が年金・医

療費助成の試算を担い、ケースワーカーが生活保護との調整を担える。難病相談支援センターが難病助成と就労の組み

合わせを専門に相談できる。

Ⅲ-08 支援ネットワークへの接続

利用可能な支援機関・制度へのアクセス経路が不明か、存在は知っているが「動けない」「開示できない」「信頼できない」

という理由で接続できていない。

着眼点: 「支援につながれない」理由は一つではない。情報不足・意欲低下・開示困難・信頼関係の欠如で対応が異

なる。理由を切り分けてから対応する。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 難病・全方位困難状態 / 孤立・長期未就労 / 支援経験のない初回相談

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 複数の支援機関と接続されており、困りごとに応じて使い分けられている。

🟡  要調整: 一部の機関と接続しているが、必要な支援が揃っていない。

🔴  高頻度支障: 支援機関の存在は知っているが、連絡・相談ができない状態が続いている。

💣  破綻・停止: 支援機関との接触自体が困難になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「支援機関への接続経路の整備」なら、このフレームを優先する。

近いフレームとの見分け方

| 「つながれない」理由 | 対応 | |---|---| | 支援機関の存在を知らない → 情報提供が先 | このフレーム（Ⅲ-08） | | 知っ

ているが動けない → 意欲回復が先 | Ⅲ-01「就労意欲・社会参加の再接続」 | | 開示への恐れで動けない → 開示設計が先

| Ⅲ-03「開示判断の設計」 | | 以前の支援への不信感がある → 信頼関係の構築が先 | このフレーム（信頼構築の設計） |

具体的な取組み内容

最初にやること

状況に応じた支援機関の一覧を整理する（障害者就業・生活支援センター / ハローワーク専門援助 / 就労移行支援 / 難

病相談支援センター / 障害者職業センター 等）

「最初の一歩」を最小化する（電話ではなくメールから・来所ではなくオンラインから）



過去の支援への不信感がある場合は、その経験を聴いてから機関の紹介を行う

見落としやすい点

支援機関を一つ紹介するより「相性の合う担当者・機関を一緒に探す」姿勢が継続につながる

「あなたに合った支援はない」と感じていることへの共感が、接続の第一歩になることがある

設計の考え方

支援への接続は「紹介する」ではなく「一緒に選ぶ」プロセス。当事者が主体的に選んだ機関への接続の方が継続率が高

い。

外部と一緒に考える場面

このフレームはQ13連携体制参加データが直接示す成果の基盤。Q1転換差（参加者Q1率 − 非参加者Q1率）の順位：就

労移行支援（+17.0pt）> 就業生活支援センター（+16.4pt）> HWチーム支援（+15.3pt）> 難病相談支援センター

（+3.1pt）。支援者データ（GLM）では全5職業的課題にわたって「企業へのアプローチ（連携）」が最効果介入（効果

推定-0.07〜-0.18）。接続先の優先順位はこのランキングを基準にして、当事者の状況・疾患特性に合わせて調整する。

相談支援専門員・基幹相談支援センターが複数機関のコーディネーション役を担える。

Ⅲ-09 職場内相談ルートの設計

在職中に困りごとが生じたとき、誰にどのようにどのタイミングで相談するかの経路が整備されておらず、問題が大きくな

るまで気づかれないか、相談しても変わらないという状況が繰り返されている。

着眼点: 問題は相談意欲の欠如ではなく、相談したら何が変わるかが見えない、または変わらないという経験の蓄積

にある。「相談ルート」より先に「相談が機能する仕組み」が必要。

こんな場面で起きやすい

先に見えやすい文脈: 精神障害 / 発達障害 / 難病・障害横断（指示困難・認知負荷を伴う）

状況レベル（🟢  → 💣）

🟢  安定・予防: 相談ルートが整備されており、問題が早期に対応されている。

🟡  要調整: 相談ルートはあるが、使いにくい状況や「何を相談すればよいかわからない」状態がある。

🔴  高頻度支障: 問題が積み重なってから発覚するパターンが繰り返されている。

💣  破綻・停止: 職場内に相談できる関係がなく、孤立した状態になっている。

鑑別診断 / 問題の切り分け

このフレームを使うとき

主課題が「職場内での相談経路の整備」なら、このフレームを優先する。



近いフレームとの見分け方

相談ルートはあるが「何を相談すればよいかわからない」なら「Ⅱ-07 指示・業務設計の明確化」と並行。支援機関へ

の外部接続が先に必要なら「Ⅲ-08」へ。「相談しても変わらない」という経験が主因なら以下の対応へ。

具体的な取組み内容

最初にやること

相談する担当者を明確に決める（直属上司 / 人事 / 産業医 / ジョブコーチ等、複数を状況別に設定）

定期的な「状況確認の場」を設ける（月1回等の1on1 / 就労支援員の定期訪問等）

「何が起きたら誰に連絡する」という早期アラートの基準を事前に合意する

「相談しても変わらなかった」経験がある場合、変わるためには何が必要かを一緒に考える

見落としやすい点

「相談ルートがある」と「相談が機能する」は別。相談した後の対応プロセスを設計しておく

発達障害・高次脳では「何が困っているか言語化できない」ことがある。状況記録シートを使った相談方法が有効

設計の考え方

相談ルートを「あったら便利なもの」から「業務設計の一部として機能するもの」に転換する。問題が大きくなる前に動け

る仕組みが、就労継続の安全網になる。

外部と一緒に考える場面

「職場定着・就業継続」（職業的課題5）への支援者データが示す最効果介入は、職業場面を踏まえた職業評価（連携・

効果推定-0.11）と就職後継続的な職場・本人支援（自前・効果推定-0.06）。就業生活支援センター（Q1転換差

+16.4pt）が定期訪問・企業フォローアップを担える最優先連携先。就労定着支援員・ジョブコーチが職場内相談の機能

確認と早期アラートのモニタリングを担う。

このガイドブックは、当事者データ（employment_survey n=4,553 + nanbyo_survey n=4,523）および支援者データ

（toku18支援者調査 n=3,053 + nanbyo支援者調査 n=535）の分析結果を、FCHMAアトラス（8ドメイン×6モチーフ）に

基づいて統合して作成しています。フレームの介入設計は当事者データの機能的困難・未解決課題（Q10/Q11/Q16）から

導出し、支援者データのGLM分析（有効介入の効果推定）および外部知識統合G1-G6（IPS/SE含む：日本データとの独立

整合確認済み）で検証しています。 各フレームの「先に見えやすい文脈」は参照点であり、診断名でフレームを決め打ちす

るためのものではありません。すべての障害・疾患にまたがる機能的なパターンに基づいた設計として活用してください。
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